
○京都市敬老乗車証条例（令和５年１０月１日施行） 

平成１７年３月２５日 

条例第８７号 

改正 平成１８年１２月２８日条例第２２号 

改正 令和３年１１月１５日条例第１３号 

京都市敬老乗車証条例 

（目的） 

第１条 この条例は、敬老乗車証（運賃を支払うことなく、又はその券面額に応じて高齢者

が公共交通機関の一部を利用することができる証票をいう。以下同じ。）に関し必要な事

項を定めることにより、高齢者の社会参加を支援し、もって高齢者の福祉の増進に寄与す

ることを目的とする。 

（敬老乗車証の種類） 

第２条 敬老乗車証の種類は、第１種敬老乗車証、第２種敬老乗車証及び敬老乗車券とする。 

（敬老乗車証の交付対象者） 

第３条 第１種敬老乗車証又は敬老乗車券の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を

有する７５歳以上の者（次条第３項の規定による通知をした日（以下「通知日」という。）

の属する年度分（通知日が４月１日から６月３０日までの間にある場合にあっては、当該

通知日の属する年度の前年度分）の地方税法（以下この項において「法」という。）第５

条第２項第１号に規定する市町村民税（特別区が法第１条第２項の規定により課する同号

に規定する市町村民税を含む。以下「市町村民税」という。）が課されている者であって

通知日の属する年の前年（通知日が１月１日から６月３０日までの間にある場合にあって

は、当該通知日の属する年の前々年）の法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額（以下「合計所得金額」という。）が７，０００，０００円以上であるもの及びで別

に定めるものの交付を受けている者を除く。）とする。 

２ 第２種敬老乗車証の交付の対象となる者は、前項の規定による第１種敬老乗車証の交付

の対象となる者のうち、北区、左京区、右京区、西京区及び伏見区の区域内で別に定める

地域内に住所を有するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、交付申請者が敬老乗車証の交

付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）であると認めたときは、敬老乗車証を

交付する旨を決定し、その旨を交付申請者に通知しなければならない。 



（敬老乗車証の交付） 

第４条 敬老乗車証の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、別に定

めるところにより、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の場合において、交付申請者は、第１種敬老乗車証（交付申請者が、第２種敬老乗

車証の交付の対象となる者である場合にあっては、第２種敬老乗車証を含む。）又は敬老

乗車券のいずれか一方の交付を申請することができる。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、交付申請者が敬老乗車証の交

付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）であると認めたときは、敬老乗車証を

交付する旨を決定し、その旨を交付申請者に通知しなければならない。 

（負担金） 

第５条 前条第３項の規定による通知を受けた交付申請者は、敬老乗車証の交付を受ける際、

敬老乗車証の交付に係る事業に充てるために負担すべき費用として別表第１に掲げるもの

（以下「負担金」という。）を納入しなければならない。ただし、生活保護法第６条第１

項に規定する被保護者その他別に定める者が、第１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車証の

交付を受けようとする場合は、この限りでない。 

（負担金の還付） 

第６条 既納の負担金は、還付しない。ただし、敬老乗車券を所持する交付対象者が、当該

敬老乗車券が不要であるとして負担金の払戻しを請求するときその他市長が特別の理由が

あると認めるときは、この限りでない。 

（手数料） 

第７条 市長は、負担金を還付する場合は、５２０円の範囲内において別に定める手数料を

徴収することができる。 

（負担金の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車

証の交付を受けようとする者の負担金を減額し、又は免除することができる。 

（有効期間） 

第９条 第１種敬老乗車証及び第２種敬老乗車証の有効期間は、別表第２のとおりとする。 

２ 敬老乗車券については、有効期間を定めない。 

（通用区間） 



第１０条 第１種敬老乗車証を利用することができる区間は、別表第３のとおりとする。 

２ 第２種敬老乗車証及び敬老乗車券を利用することができる区間は、別に定める。 

（譲渡、貸与等の禁止） 

第１１条 敬老乗車証の交付を受けた者は、これを譲渡し、貸与し、又は担保に供してはな

らない。 

（敬老乗車証の返還） 

第１２条 敬老乗車証の交付を受けた者は、交付対象者でなくなったときは、当該敬老乗車

証を市長に返還しなければならない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、敬老乗車証の

返還を命じることができる。 

(1) 前条の規定に違反した者 

(2) 不正の手段により敬老乗車証の交付を受けた者 

（委任） 

第１３条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必

要な事項は、市長が定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年９月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 敬老乗車証の交付その他これを交付するために必要な準備行為は、この条例の施行前に

おいても行うことができる。 

附 則（平成１８年１２月２８日条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年１１月１５日条例第１３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 この条例の公布の日 

(2) 第１条、附則第３項、第５項、第６項（京都市乗合自動車旅客運賃条例（以下「乗合



自動車条例」という。）第１２条第１項第３号の改正規定中「本市の区域内に住所を有

する７０歳以上の者（」及び「に限る。）」を削る部分に限る。）及び第７項（京都市

高速鉄道旅客運賃条例（以下「高速鉄道条例」という。）第１０条第１項第３号の改正

規定中「第２条第１号」を「第２条」に改める部分を除く。）の規定 令和４年１０月

１日 

(3) 第２条並びに附則第４項、第６項（乗合自動車条例第１２条第１項第３号の改正規定

中「本市の区域内に住所を有する７０歳以上の者（」及び「に限る。）」を削る部分を

除く。）及び第７項（高速鉄道条例第１０条第１項第３号の改正規定中「第２条第１号」

を「第２条」に改める部分に限る。）の規定 令和５年１０月１日 

（準備行為） 

２ 敬老乗車証（運賃を支払うことなく、又はその券面額に応じて高齢者が公共交通機関の

一部を利用することができる証票をいう。）の交付その他これを交付するために必要な準

備行為は、第１条及び第２条の施行前においても行うことができる。 

（交付対象者に関する経過措置） 

３ 昭和２７年１０月１日以前に生まれた者に関する第１条の規定による改正後の京都市敬

老乗車証条例（以下「改正後の条例」という。）第２条第１号の規定の適用については、

同号中「７５歳」とあるのは、「７０歳」とする。 

４ 昭和３１年１０月１日以前に生まれた者に関する第２条の規定による改正後の京都市敬

老乗車証条例第３条第１項の規定の適用については、同項中「７５歳」とあるのは、次の

表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる字句とする。 

昭和２８年１０月１日以前に生まれた者 ７１歳 

昭和２８年１０月２日から昭和２９年１０月１日までの間に生まれた者 ７２歳 

昭和２９年１０月２日から昭和３０年１０月１日までの間に生まれた者 ７３歳 

昭和３０年１０月２日から昭和３１年１０月１日までの間に生まれた者 ７４歳 

（負担金に関する経過措置） 

５ 有効期間の満了の日が令和５年９月３０日である第１種敬老乗車証及び第２種敬老乗車

証に関する改正後の条例別表第１の規定の適用については、同表中「９，０００」とある

のは「６，０００」と、「１５，０００」とあるのは「１０，０００」と、「３０，００

０」とあるのは「２０，０００」と、「４５，０００」とあるのは「３０，０００」とす



る。 

（関係条例の一部改正） 

６ 乗合自動車条例の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「条例」の右に「又は他の条例」を加える。 

第１２条第１項第３号中「本市の区域内に住所を有する７０歳以上の者（」を削り、「第

２条 

第１号」を「第２条」に改め、「に限る）」を削る。 

第１３条第１項中「回数券」の右に「並びに京都市敬老乗車条例の規定により交付され

た敬老乗車券（同条例第２条に規定する敬老乗車券をいう。以下同じ。）」を加え、同条

第２項前段中「の乗車券」を「の普通券又は回数券」に改め、同項後段中「追徴又は払い

もどしする」を「追徴し、又は払戻しをする」に改める。 

第１５条第１項中「乗車券の様式を変更した」を「乗車券（敬老乗車券を含む。次条に

おいて同じ。）の様式に変更があった」に、「又は回数券」を「若しくは回数券又は京都

市敬老乗車証条例の規定により交付された敬老乗車券」に、「使用し、又は新乗車券との

引換えを請求する」を「使用する」に改め、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 乗車券の様式に変更があった場合は、その変更前に発売した普通券又は回数券を所持

する旅客は、新乗車券との引換えを請求することができる。 

７ 高速鉄道条例の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項第３号中「本市の区域内に住所を有する７０歳以上の者（」を削り、「第

２条 

第１号」を「第２条」に改め、「に限る）」を削る。 

  



別表第１（第５条関係） 

種類 区分 負担金 

第1種敬老

乗車証及

び第2種敬

老乗車 

通知日の属する年度分の市町村民税が課されていない者又はこ

れに準じる者として別に定めるもの 

円 

９,０００ 

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている者であって

通知日の属する年の前年の合計所得金額が２,０００,０００円

未満であるもの又はこれに準じる者として別に定めるもの 

１５,０００ 

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている者であって

通知日の属する年の前年の合計所得金額が２，０００，０００円

以上４，０００，０００円未満であるもの 

３０,０００ 

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている者であって

通知日の属する年の前年の合計所得金額が４，０００，０００円

以上７，０００，０００円未満であるもの 

４５,０００ 

敬老乗車

券 

 ５，０００円

以下の範囲内

で別に定める

額 

 

備考 

１ 第１種敬老乗車証及び第２種敬老乗車証の有効期間が６箇月を超えない場合の負担

金は、この表に掲げる額の２分の１に相当する額とする。 

２ 通知日が４月１日から６月３０日までの間である場合におけるこの表の適用につい

ては、同表中「年度分」とあるのは「前年度分」とする。 

３ 通知日が１月１日から６月３０日までの間である場合におけるこの表の適用につい

ては、同表中「前年」とあるのは「前々年」とする。 

  



別表第２（第９条関係） 

区分 有効期間 

通知日が１月１日から６月３０日までの間及び１０月１日

から１２月３１日までの間である場合 

通知日の翌日からその日以後

最初に到来する９月３０日ま

で 通知日が７

月１日から

９月３０日

までの間で

ある場合 

第１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車証の交

付を受けようとする者が有効期間の初日を通

知日の翌日とすることを希望する場合 

第１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車証の交

付を受けようとする者が有効期間の初日を通

知日後最初に到来する１０月１日とすること

を希望する場合 

通知日の属する年の１０月１

日から翌年の９月３０日まで 

別表第３（第１０条関係） 

区分 区間 

本市乗合自動車 本市乗合自動車の全区間 

本市高速鉄道 本市高速鉄道の全区間 

道路運送法第９条第１項に規定する一般乗合旅客自動車運

送事業者であって別に定めるものが運行する事業用自動車

（同法第２条第８項に規定する事業用自動車をいう。） 

別に定める。 

道路運送法第７９条の規定による登録を受けた者（道路運送

法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第４０号）附則

第５条の規定により道路運送法第７９条の登録を受けたも

のとみなされる者を含む。）であって別に定めるものが運行

する自家用自動車（同法第７８条に規定する自家用自動車を

いう。） 

 


